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IASB が中小企業向け国際財務報告基準に関する

情報提供の要請を公表 
 

要点 

・情報提供の要請(Request for Information)は、中小企業向け国際財務報

告基準（以下、「IFRS for SMEs」）の IASB による最初の包括的なレビュー

における最初のステップである。 

・IASBは、「IFRS for SMEs」の経験に関する回答者からの一般的なフィード

バックとともに、「IFRS for SMEs」の特定の章に関するコメントを求めてい

る。 

・本情報提供の要請は、いかなる予備的な見解も含んでいない。 

・協議期間は、2012 年 11 月 30 日で終了する。 

 

 

背景 

2012 年 6 月 26 日に、国際会計基準審議会（以下、「IASB」）は、「IFRS for 
SMEs」（中小企業向け国際財務報告基準）の初めての包括的なレビューの最

初のステップとして、「情報提供の要請『「IFRS for SMEs」の包括的なレビュ

ー』」（以下、「RFI」）を公表した。IASB は、企業の「IFRS for SMEs」の導入経

験を評価するため、企業による「IFRS for SMEs」の適用、使用またはそうでな

ければ関心についての見解を求めるため、そして、受け取ったフィードバックの

結果として既存のガイダンスを修正する必要があるかどうかを検討するために、

IASB の中小企業適用グループ（SMEIG）との緊密な協議のもとで RFI を開発

した。IASB は、おおよそ 3 年に 1 度「IFRS for SMEs」に対する修正を検討す

ることを見込んでいる。 

 

RFI は、IASB または SMEIG の予備的な見解は含まず、以下の 2 つのパート

に整理される。パート A は、「IFRS for SMEs」の特定の章についての特定の

質問から構成され、他方パート B は、「IFRS for SMEs」に関する一般的な質

問から構成される。 
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が翻 訳 したものです。  
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情報提供の要請のパート A 

RFI のパート A は、関係者によりこれまで提起された以下の質問を取り扱って

いる。 

・「IFRS for SMEs」の現在の範囲は適切であるか。 

・「IFRS for SMEs」が 2009 年 7 月に公表された後に公表されている新たな、

および改訂された完全版 IFRSs の修正された要求事項の結果として、

「IFRS for SMEs」の変更が必要であるか。 

・「IFRS for SMEs」の特定の要求事項に対する変更は、SME 財務諸表の利

用者のニーズ、SMEs の特定の状況および費用対効果の検討に基づく必

要があるか。 

・ 現在 RFI の対象とはなっていないが「IFRS for SMEs」で取り扱うべきであ

る追加的な項目または論点があるか。 

情報提供の要請のパート B 

RFI のパート B は、回答者の「IFRS for SMEs」の経験およびそれを現在支持

する一連の情報に関して、以下の一般的な質問を取り扱っている。 

・ 「IFRS for SMEs」が完全版 IFRSs の既存の文言に基づく場合には、完全

版 IFRSs の軽微な改善は、「IFRS for SMEs」の将来に向かっての改訂を

すべきか。 

・SMEIG は、「IFRS for SMEs」の利用を支援することを意図する質問と回答

（Q&A）のガイダンスを引き続き開発するべきか。そうであるならば、Q&A
ガイダンスはどのように「IFRS for SMEs」に組み込まれるべきか。 

・IFRS 財団による「IFRS for SMEs」の教材は十分かつ適切か。 

・IASB により検討されるべきである追加的な論点は、「IFRS for SMEs」に関

連しているか。 

次のステップ 

協議期間は 2012 年 11 月 30 日で終了する。IASB は、2013 年の下半期と

2014 年上半期のいずれかにおいて、2015 年の発効日をターゲットとする、

「IFRS for SMEs」に対する最終的な改訂を公表する予定である。「IFRS for 
SMEs」に対する改訂は、公開草案を条件とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

見解 

IASB が「IFRS for SMEs」の包括的なレビューに着手することは、必ずしも

「IFRS for MEs」に対する重要な変更となるわけではないであろう。「IFRS for 
SMEs」は、より小規模な企業が使用するために、完全版（Full） IFRSs を簡

素化するために開発された。IASB は、「IFRS for SMEs」の公表以降に公表

された完全版 IFRSs のすべての変更が、IFRS for SMEs に対する変更を必

要とするものではないと予想している.代わりに、IASB は、中小企業（SMEs）

の能力との関連で IFRS for SMEs に対する見込まれる変更のメリット、およ

び財務諸表の使用者のニーズを検討する。 
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